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第６９回全国治水期成同盟会連合会
通常総会を開催

平成２９年５月２５日（木）１３時から海運クラブ（東京都千代田区）において、第６９回通常総会を国
土交通省山田 邦博水管理・国土保全局長並びに同局泊 宏治水課長を来賓にお迎えして、会員１５８
名（１種会員３３団体、２種会員５９団体）の参加をいただき開催しました。

主催者の陣内 孝雄会長のあいさつで始まり、ご来賓の山田水管理・国土保全局長に挨拶を賜り、
議事に入りました。

議事は、第１号議案平成２８年度事業報告及び第２号議案平成２８年度収支決算の承認を求める件
を一括審議し、事務局の説明後、監事濱田 剛史高槻市長から会計監査報告をいただき、原案のとお
り議決いただきました。次に、第３号議案平成２９年度事業計画（案）の承認を求める件及び第４号議
案平成２９年度収支予算（案）の承認を求める件を一括審議いただき、事務局説明後、原案のとおり議
決いただきました。続いて、第５号議案役員改選に伴う就任について承認を求める件につき、事務局
から説明後、原案のとおり議決いただきました。新役員の伊藤 康志大崎市長、髙橋 大横手市長、山
田 憲昭白山市長、勝部 修一関市長にご登壇いただき、新役員を代表して、岩井 國臣会長より就任の
あいさつを行いました。議事終了後、陣内 孝雄前会長から退任の挨拶を行い、閉会いたしました。
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主　催　者　挨　拶

本日は、お忙しい中、多数ご参集いただきましてあ
りがとうございます。

国土交通省山田水管理・国土保全局長並びに泊
治水課長におかれましては、公務ご多用中にも関わ
らずご臨席いただきまして、感謝申し上げます。

まずもって、平成２９年度治水事業関係予算が所
要の額を確保できたことに会員の皆様、国土交通省
の皆様のご尽力に重ねて感謝、御礼申し上げます。

皆様ご承知のとおり、近年、全国各地で洪水等の
水災害が頻発・激甚化しています。平成２７年９月の
関東・東北豪雨、昨年８月に北海道・東北地方を襲っ

た台風１０号等の一連の台風では、住民の逃げ遅れ
や家屋の浸水により甚大な被害が発生しました。

このため、国土交通省におかれましては、一昨年来、
「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」
との考えに立ち、ハード・ソフト一体となった対策に
より社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構
築ビジョン」の取組を進めていただきましたが、この
取組をさらに加速し、洪水等からの「逃げ遅れゼロ」と

「社会経済被害の最小化」を実現するための抜本的な
対策を講ずることとした、水防法等の一部を改正す
る法律案が、全会一致で１２日可決し、１９日には公
布されております。

全水連といたしましては、それらの施策の推進と
治水事業の促進に尽力して参る所存であります。

本日の理事会においては、平成２８年度の事業報
告及び収支決算、平成２９年度の事業計画及び収支
予算（案）並びに役員等改選に伴う就任についての承
認をいただきたく、ご審議をお願いいたします。

なお、治水事業促進全国大会は１１月２０日開催い
たしますが、各地方大会等におきまして、治水・利水
事業の促進を会員の皆様のお力添えで盛り上げてい
ただくようお願い申し上げます。

結びに、本日お集りの皆様の益々のご発展とご健
勝を祈念いたしまして、開会の挨拶といたします。
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１．はじめに
国土交通省・都道府県は、昭和５７年７月の長崎

豪雨災害を契機に土砂災害防止に対する国民の理解
と関心を深めるとともに、土砂災害に関する防災知
識の普及、警戒避難体制整備の促進等の運動を推進
し、土砂災害による人命、財産の被害防止に資するこ
とを目的として、昭和５８年から６月を「土砂災害防止
月間」と定めています。以来、「みんなで防ごう土砂災
害」をテーマに、全国の都道府県等で土砂災害防止
に向け、広報活動の推進、土砂災害防止功労者の表
彰、土砂災害に関する絵画・作文の募集を行うととも
に、各地で講演会・見学会の開催、危険箇所の周知・
点検、避難訓練等の各種行事を実施しています。

土砂災害の防止及び被害の軽減のためには、①砂
防設備等の整備による土砂災害防止対策の推進、②
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指
定により土砂災害の危険がある箇所が増加すること
の抑制、③警戒避難体制の整備等の推進の３つの取
り組みが重要です。これら３つを柱とした土砂災害対
策の推進にあたっては、砂防設備等の整備における
安全対策を徹底するとともに、行政側の「知らせる努
力」と住民側の「知る努力」によって行政と住民が常
に情報を共有し、日頃から地域コミュニティーにおけ
る協力体制の維持・強化を図り、土砂災害対策の理
解を深めるとともに地域防災力を向上させることが不
可欠です。

２．平成２９年度重点事項
国土交通省では、平成２６年８月豪雨による土砂災

害等を踏まえ、土砂災害警戒区域等における土砂災
害防止対策の推進に関する法律の一部を改正し、都
道府県に対する基礎調査の結果の公表の義務付け、
都道府県知事に対する土砂災害警戒情報の市町村長
への通知及び一般への周知の義務付け、土砂災害警
戒区域の指定があった場合の市町村地域防災計画
への記載事項の追加等の措置を講じました。

平成２８年熊本地震では１５名の犠牲者を出す土
砂災害が起こるなど、平成２８年も全国各地で１、
４９２件の災害が発生し、要配慮者利用施設におけ
る警戒避難体制の確保の重要性が改めて認識される
など、引き続き土砂災害対策の推進が求められていま
す。

これらを踏まえ、平成２９年度土砂災害防止月間
は、幅広い広報の実施や周知の徹底、警戒避難・情
報伝達体制の確認、住民参加を主とする諸行事・活
動及び砂防関係工事における安全確保に重点を置
き、住民や自主防災組織、砂防ボランティア等の各
種団体等と連携を図りながら、関係団体の緊密な協
力を得て、以下の施策を念頭に置いて実施するものと
しています。

（ア）土砂災害に対する危険性を十分に周知するため、
様々な手法を活用した幅広い広報の実施

（イ）様々な手法を活用した土砂災害危険箇所や土砂
災害警戒区域等の周知徹底

（ウ）住民自身が的確な避難行動をとるためハザード
マップや避難場所・避難経路の周知徹底

（エ）ハザードマップの活用や土砂災害の発生時刻、
発生形態に応じて住民自身が適時・的確な避難
行動をとるため、多くの住民が参加した実践的な
防災訓練や防災教育の実施

（オ）土砂災害警戒情報が発表された場合の都道府県
から市区町村への情報伝達体制及び住民への
周知方法の確認

（カ）大規模な土砂災害が急迫している場合に通知さ
れる土砂災害防止法に基づく緊急情報の伝達体
制の確認

（キ）防災上の配慮を要する者（以下「要配慮者」とい
う。）が利用する施設の管理者に対する土砂災害
の危険性に関する周知及び警戒避難体制の整
備促進

（ク）砂防設備等の点検及び砂防指定地等の周知・
点検の徹底

平成２９年度　土砂災害防止月間の実施について
国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課
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（ケ）砂防関係工事における安全確保の徹底

３．主な実施内容
各地域で、国、都道府県、市町村が連携し、以下に

ついて取り組みます。

（１）土砂災害防止「全国の集い」の開催

愛知県において、土砂災害防止「全国の集い」を６
月１日（木）に、現地研修会を６月２日（金）に実施しま
す。

（２）土砂災害防止功労者の表彰
土砂災害の防止について、顕著な功績があり、他の

模範として推奨に値すると認められる個人また又は団
体を表彰します。

（３）土砂災害防止に関する絵画等・作文の募集、
表彰

全国の小・中学生を対象に、土砂災害防止につい
ての理解と関心を深めてもらうため、絵画等・作文の
募集を行い、表彰します。

（４）土砂災害防止に関する広報活動の実施
１) 都道府県、市区町村の掲示板の活用や広報誌

等の各戸配布、回覧板、ＷＥＢサイト等への掲載など
様々な手法を活用し、基礎調査結果の公表等による
土砂災害の危険性の啓発、土砂災害危険箇所や土砂
災害警戒区域等を掲載したハザードマップの作成・公
表など、土砂災害防止に関する広報を実施します。

２) 郵便局、道の駅、コンビニエンスストア等との
連携による広報や、「土砂災害１１０番」等の防災情報
窓口の周知を実施します。

３) 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の報道機関の協
力を得た広報を積極的に実施します。

（５）土砂災害警戒区域等、土砂災害危険箇所及び
避難場所・避難経路等の周知・点検の実施

ハザードマップ等を活用して、土砂災害（特別）警戒
区域等、土砂災害危険箇所及や避難場所・避難経路
等について住民に周知するとともに、住民、自主防災
組織、砂防ボランティア等の各種団体、警察・消防

等の関係機関と連携して点検活動を実施します。
また、土砂災害警戒区域等や土砂災害危険箇所、

避難場所・避難経路等について、防災部局等と連携
して土砂災害に対する安全性の確認を行うとともに、
土砂災害から安全に避難できるよう必要に応じて見
直しを行います。

（６）平成２９年度「土砂災害・全国防災訓練～普
段の備えが、命を守る～」の実施

住民自身が土砂災害の危険性を認識して適時・的
確な避難行動へ繋げることができるよう、土砂災害警
戒区域等のより多くの住民等が参加した住民主体の
防災訓練を実施するよう促します。また、行政機関が
主体となって、防災体制強化のための実践的な訓練
を実施し、警戒避難体制のさらなる充実・強化を図り
ます。

（７）住民、教育関係者、小・中学生等を対象とした
講習会、現場見学会、出前講座等の開催

土砂災害の現状や土砂災害からの的確な避難行動
をとるための正確な知識を普及するため、住民、教育
関係者、小・中学生等を対象にハザードマップや土砂
災害警戒情報等を活用した実践的な防災教育、啓発
を目的とした講習会、現場見学会、出前講座等を開
催します。また、砂防ボランティア等の各種団体や関
係機関等と連携して実施するなど、地域の実状に応
じた効果的な方法で実施します。

（８）要配慮者の把握、説明会の開催等
在宅の要配慮者及び要配慮者利用施設の避難体

制整備に資するため、防災部局、福祉関係部局、教
育関係部局等と連携し、あらかじめ在宅の要配慮者
及び要配慮者利用施設を把握する。また、要配慮者
利用施設の施設管理者に対する説明会等を開催する
とともに、避難確保計画の作成や避難訓練の実施等
について支援、助言することにより、警戒避難体制の
更なる充実・強化を図ります。

（９）砂防設備等の点検及び砂防指定地等の周知・
点検の実施

砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設及び地すべり防
止施設の定期巡視点検及び安全利用に資する点検を
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住民、自主防災組織、砂防ボランティア等の各種団
体、警察・消防等の関係機関と連携して実施します。
併せて、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域及び地
すべり防止区域についても住民への周知及び点検を
実施します。

（10）全国砂防関係工事安全施工管理技術研究発表
会の開催

東京都において、全国砂防関係工事安全施工管理
技術研究発表会を６月に実施します。

４．終わりに
土砂災害の被害を低減するためには、行政側の「知

らせる努力」と住民側の「知る努力」が相乗効果を発
揮することが重要です。特に、地域住民の土砂災害に
対する深い理解と危険性への認識を高めるため、こ
れまで述べてきた各地の取り組みが効果的に実施で
きるよう、みなさまのご協力をお願い申し上げます。

（土砂災害防止月間ポスター）

（参考）土砂災害防止月間（６月１日～６月３０日）
＜がけ崩れ防災週間（６月１日～６月７日）＞


